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一
に
つ
い
て 

2 

高
次
脳
機
能
障
害
の
う
ち
知
的
障
害
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
十
八
歳
未
満
で
あ
る
場
合
又
は
児
童
福
祉
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
き
児
童
福
祉
施
設
に

在
所
す
る
場
合
は
同
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
十
八
歳
以
上
で
あ
る
場
合
又
は
同
法
第
六
十
三
条
の
五
が
適
用
さ
れ 

1 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
精
神
保
健
福
祉 

法
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
精
神
障
害
者
と
診
断
さ
れ
た
場
合
、
同
法
に
基
づ
く
医
療
及
び
保
護
並
び 

 

に
保
健
及
び
福
祉
の
施
策
の
対
象
に
な
る
と
と
も
に
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
障
害
の
程
度
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
の
申
請
に
よ 

 

り
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
精
神
障
害
者
を
対
象
と
す
る
各
種
の
施
策
の
利
用
手
続
等
の
簡
素
化

が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
施
策
に
つ
い
て
、
年
齢
に
よ
る
制
限
は
な
い
。 

御
指
摘
の
高
次
脳
機
能
障
害
に
関
す
る
現
在
の
障
害
者
福
祉
制
度
に
お
い
て
行
わ
れ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
概
要
は
、
次
の 

と
お
り
で
あ
る
。 

衆
議
院
議
員
山
本
孝
史
君
提
出
高
次
脳
機
能
障
害
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

3 

高
次
脳
機
能
障
害
を
有
す
る
者
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
の
者
（
六
十
五
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ 

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
に
基
づ
く
居
宅
に
お
け
る
介
護
等
の
措
置

そ
の
他
の
施
策
の
対
象
と
な
る
。
ま
た
、
高
次
脳
機
能
障
害
を
有
す
る
者
の
う
ち
公
的
医
療
保
険
の
加
入
者
に
つ
い
て 

 

は
、
七
十
歳
以
上
で
あ
る
場
合
又
は
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満
で
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
定
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
旨
の
市
町
村
長
の
認
定
を
受
け
た
場
合
は
、
同
法
に
基
づ
く
医

療
の
給
付
の
対
象
と
な
る
。 

る
場
合
は
精
神
薄
弱
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
施
設
へ
の
入
所
措
置

そ
の
他
の
施
策
の
対
象
と
な
る
。
ま
た
、
「
療
育
手
帳
制
度
に
つ
い
て
」
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
七
日
付
け
厚
生
省 

 
発
児
第
百
五
十
六
号
厚
生
事
務
次
官
通
知
）
に
よ
り
、
そ
の
有
す
る
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
療
育
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
各
種
の
施
策
の
対
象
と
な
る
。 

な
お
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
お
い
て
は
、
六
十

五
歳
以
上
の
要
介
護
状
態
等
（
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
状
態
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
状 

四 

 



 

4 

高
次
脳
機
能
障
害
の
う
ち
身
体
機
能
の
障
害
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
十
八
歳
未
満
で
あ
る
場
合
又
は
児
童
福
祉
法

第
三
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
児
童
福
祉
施
設
に
在
所
す

る
場
合
は
同
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
施
設
へ
の
入
所
措
置
そ
の
他
の
施
策
の
対
象
と
な
る
ほ
か
、
身
体
障
害
者
福

祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
と
き

は
、
児
童
福
祉
法
又
は
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
補
装
具
の
交
付
等
の
福
祉
の
施
策
の
対
象
と
な
る
。
ま
た
、
十
八

歳
以
上
で
あ
る
場
合
又
は
児
童
福
祉
法
第
六
十
三
条
の
四
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
有
す
る
障
害
の
程
度
に
応
じ
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
同
法
に
基
づ

く
施
設
へ
の
入
所
措
置
そ
の
他
の
施
策
の
対
象
と
な
る
。 

態
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
高
次
脳
機
能
障
害
を
有
す
る
者
又
は
四
十
歳
以
上 

六
十
五
歳
未
満
の
要
介
護
状
態
等
に
該
当
す
る
高
次
脳
機
能
障
害
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
そ
の
要
介
護
状
態
等
の
原
因
で

あ
る
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
が
同
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
疾
病
で
あ
る
初
老
期
に
お
け
る
痴
呆
、

脳
血
管
疾
患
等
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
法
に
基
づ
く
介
護
給
付
又
は
予
防
給
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
。 

五 

 



 

三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
「
疾
病
及
び
関
連
保
健
問
題
の
国
際
統
計
分
類
」
（
世
界
保
健
機
関
が
千
九
百
九
十
年
に
策
定
し
た
疾
病
等
の 

分
類
の
第
十
回
の
修
正
版
（
Ｉ
Ｃ
Ｄ
―
一
〇
）
を
い
う
。
以
下
「
Ｉ
Ｃ
Ｄ
―
一
〇
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
高
次
脳
機 

 
 

 

能
障
害
は
、
単
独
の
疾
病
分
類
項
目
（
以
下
「
分
類
項
目
」
と
い
う
。
）
と
し
て
は
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ 

 
 

て
、
高
次
脳
機
能
障
害
を
生
じ
た
患
者
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｄ
―
一
〇
に
基
づ
く
統
計
に
お
い
て
は
、
現
に
分
類
項
目
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
脳
震
と
う
後
症
候
群
、
血
管
性
痴
呆
等
の
疾
病
の
患
者
に
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
る
。 

御
指
摘
の
「
高
次
脳
機
能
障
害
」
及
び
「
若
年
痴
呆
」
の
用
語
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
一
義
的
に
定
ま
っ
て
い

な
い
と
考
え
る
が
、
厚
生
省
に
お
い
て
は
、
「
高
次
脳
機
能
障
害
」
は
「
頭
部
外
傷
、
脳
血
管
障
害
等
の
後
天
的
な
脳
の
器 

 
 

質
障
害
に
よ
り
生
じ
る
記
憶
、
注
意
力
、
思
考
等
を
含
む
認
知
機
能
、
身
体
機
能
等
の
種
々
の
障
害
」
を
、
「
若
年
痴
呆
」 

 
 

 

は
「
十
八
歳
か
ら
六
十
四
歳
ま
で
の
者
の
頭
部
外
傷
、
脳
血
管
障
害
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
等
の
疾
病
等
に
よ
り
生
じ
た
痴
呆

症
状
で
、
そ
の
者
が
現
在
の
老
人
福
祉
施
策
又
は
精
神
薄
弱
者
福
祉
施
策
の
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
で
あ
る
も
の
」
を
意
味

す
る
も
の
と
し
て
使
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

六 

 



 

四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

高
次
脳
機
能
障
害
の
診
断
は
、
現
在
、
主
と
し
て
、
精
神
障
害
の
診
療
に
従
事
す
る
精
神
神
経
科
、
神
経
内
科
、
脳
外
科

等
の
医
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
診
断
に
当
た
っ
て
は
、
記
憶
記
銘
検
査
等
の
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
者
に
よ

る
検
査
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
厚
生
省
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
行
う
医
師
等
の
知

識
の
向
上
を
図
る
た
め
、
専
門
的
な
研
修
に
対
し
て
助
成
す
る
と
と
も
に
、
平
成
十
年
度
の
厚
生
科
学
研
究
の
研
究
課
題
と

し
て
「
若
年
痴
呆
の
処
遇
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
」
を
取
り
上
げ
、
当
該
研
究
の
中
で
若
年
痴
呆
の
症
状
、
介
護
の
方
法

等
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
以
下
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
、
こ
の 

 
 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
医
師
等
の
医
療
関
係
者
に
幅
広
く
配
布
し
、
ま
た
、
厚
生
省
が
都
道
府
県
に
委
託
し
て
実
施
す
る
開
業
医

等
に
対
す
る
研
修
を
通
じ
て
、
一
般
の
医
療
関
係
者
に
対
す
る
高
次
脳
機
能
障
害
に
関
す
る
知
識
の
普
及
に
努
め
て
ま
い
り

た
い
。 

御
指
摘
の
損
害
保
険
に
お
け
る
交
通
事
故
等
の
後
遺
症
等
の
障
害
認
定
（
以
下
「
損
害
保
険
の
障
害
認
定
」
と
い
う
。
） 

 

に
つ
い
て
は
、
当
該
保
険
の
保
険
者
が
契
約
者
が
提
出
す
る
医
師
の
診
断
書
に
基
づ
い
て
行
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、 

七 

 



 

六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
高
次
脳
機
能
障
害
の
う
ち
精
神
障
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
器
質
精
神
病
に
よ
る
精
神
障
害
に
含
ま

れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
高
次
脳
機
能
障
害
を
有
す
る
者
に
対
す
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
等
級
判
定

に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
障
害
等
級
判
定
基
準
の
説
明
」
の
(1)
の
⑥
器
質
精
神
病
の
項
に
記

述
す
る
器
質
精
神
病
に
よ
る
障
害
の
状
態
の
内
容
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
判
定
基
準
等
の
改
訂
を

行
う
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。 

な
お
、
厚
生
省
に
お
い
て
は
、
損
害
保
険
の
障
害
認
定
に
係
る
診
断
書
を
作
成
す
る
医
師
を
含
め
、
四
に
つ
い
て
で
述
べ

た
よ
う
に
医
療
関
係
者
に
対
し
て
幅
広
く
高
次
脳
機
能
障
害
を
含
め
精
神
障
害
に
関
す
る
知
識
の
普
及
に
努
め
て
ま
い
り
た

い
。 

御
指
摘
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
当
該
保
険
に
係
る
契
約
の
当
事
者
の
間
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
に
お
い
て
は
、
高
次
脳
機
能
障
害
に
よ
る
精
神
障
害
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
も
一
級

か
ら
三
級
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
等
級
に
該
当
す
る
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
平
成
八
年
度
の
厚
生
科
学
研
究 

八 

 



 

九
に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
高
次
脳
機
能
障
害
等
の
若
年
痴
呆
の
症
状
、

介
護
の
方
法
等
に
関
す
る
情
報
を
患
者
の
家
族
並
び
に
医
療
及
び
福
祉
の
関
係
者
に
対
し
て
分
か
り
や
す
く
提
供
で
き
る
も

の
と
な
る
よ
う
作
成
の
作
業
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
作
成
さ
れ
た
際
に
は
、
厚
生
省

に
お
い
て
、
医
療
関
係
者
に
配
布
す
る
ほ
か
、
都
道
府
県
等
の
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
事
務
所
等
の
全
国
の
関
係

機
関
に
配
布
す
る
等
に
よ
り
こ
れ
を
周
知
し
、
高
次
脳
機
能
障
害
等
の
若
年
痴
呆
の
者
の
適
切
な
保
健
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
の
促
進
を
図
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

の
研
究
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
「
若
年
痴
呆
の
実
態
に
関
す
る
研
究
」
の
報
告
書
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
判
定
に
当
た
り

医
療
及
び
福
祉
の
関
係
者
が
若
年
痴
呆
を
認
識
し
に
く
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
厚
生
省

に
お
い
て
は
、
今
後
、
医
療
及
び
福
祉
の
関
係
者
に
対
す
る
高
次
脳
機
能
障
害
に
関
す
る
知
識
の
普
及
に
努
め
て
い
く
こ
と

と
し
て
い
る
が
、
御
指
摘
の
障
害
等
級
や
判
定
基
準
の
緩
和
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

高
次
脳
機
能
障
害
を
有
す
る
者
の
施
設
へ
の
入
所
等
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年
十
二
月
に
身
体 

九 

 



 

 

一
〇 

障
害
者
福
祉
審
議
会
、
中
央
児
童
福
祉
審
議
会
障
害
福
祉
部
会
及
び
公
衆
衛
生
審
議
会
精
神
保
健
福
祉
部
会
の
合
同
企
画
分

科
会
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
今
後
の
障
害
保
健
福
祉
施
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
中
間
報
告
に
お
い
て
、
「
身
体
障 

 

害
を
伴
わ
な
い
高
次
脳
機
能
障
害
（
若
年
性
痴
呆
等
）
に
つ
い
て
は
、
精
神
保
健
福
祉
法
に
お
い
て
必
要
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
充
実
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
面
、
精
神
薄
弱
者
に
類
似
し
た
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
精
神
薄
弱
者

施
設
等
の
利
用
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
方
途
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き 

検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 


